
秋田県中小企業青年中央会規約 

 

昭和５０年１１月２１日 制  定 

昭和５８年 ７月１４日 一部改正 

昭和６１年 ７月１７日   〃 

平成１２年 ７月１９日   〃 

平成１４年 ７月１０日   〃 

平成１６年 ７月２９日   〃 

平成１８年 ７月１４日   〃 

平成３０年 ７月１８日   〃 

 

第１章  総   則 

（目  的） 

第 １ 条 本会は地区内における中小企業団体の組織に関する法律及び商店街振興組

合法に定める組合（以下「中小企業団体」という）の青年部の健全な発展を

図るとともに、中小企業団体の組織の強化に寄与することを目的とする。 

（名  称） 

第 ２ 条 本会は、秋田県中小企業青年中央会と称する。 

（地  区） 

第 ３ 条 本会の地区は、秋田県の区域とする。 

（事 務 所） 

第 ４ 条 本会の事務所は、秋田県中小企業団体中央会内におく。 

 

第２章  事   業 

（事  業） 

第 ５ 条 本会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。但し、必

要に応じて事業の一部を秋田県中小企業団体中央会に委託することができ

る。 

  （１）中小企業団体及び中小企業経営に関する研修 

  （２）中小企業問題に関する研究 

  （３）中小企業団体青年部の活動促進 

  （４）会員相互の親睦と福利の増進 

  （５）地域社会に対する奉仕 

  （６）秋田県中小企業団体中央会会長への意見、具申、必要に応じて関係方面への

建議、請願、陳情 

  （７）その他中小企業の振興に関する事項 

 

第３章  会   員 

（会員の資格） 

第 ６ 条 本会の会員たる資格は、次の各号の一に該当する者とする。 

  １ 中小企業団体の青年部（名称の如何にかかわらず、概ね満５０才以下の者で構



成されている組織） 

 ２ 中小企業団体の組合員及び組合員の後継者であって、概ね満５０才以下の者 

 ３ 秋田県内で商工業を営む者で第１項及び第２項に属していない者（これを個人

会員とする） 

 ４ 商工業者の団体及びその他の者であって、本会の趣旨に賛同する者（これを賛

助会員とする） 

（加  入） 

第 ７ 条 本会の会員たる資格を有する者は、所定の加入手続きにより加入すること

ができる。 

 ２ 前項の加入の諾否は、理事会において決定する。 

（脱  退） 

第 ８ 条 会員は、あらかじめ本会に通知したうえで脱会することができる。 

（会  費） 

第 ９ 条 会費は、毎事業年度所定の納期までに会費を納入しなければならない。 

 ２ 前項の会費については、総会の議決を得て別に決める。 

（会員権の停止） 

第１０条 本会は、会費の納入その他会員としての義務を怠った会員に対して、総会

の議決を経て、その会員としての権利の行使を停止することができる。 

（届  出） 

第１１条 会員は氏名、名称、事務所の所在地またはその代表者及び構成員の氏名も

しくは住所に変更があったときは、その旨を本会に届け出なければならない。 

 

第４章  役   員 

（役  員） 

第１２条 本会に次の役員を置く。 

 （１）理 事 ７名以上１０名以内 

 （２）監 事 ２名 

 ２ 役員は中小企業団体の青年部員又は本会の個人会員でなければならない。 

（役員の職務） 

第１３条 理事のうち１人を会長、２人を副会長とし、理事会において選任する。 

 ２ 会長は、本会を代表し、本会の業務を総理する。 

 ３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が

欠員のときは、その職務を行う。 

 ４ 理事は、会長及び副会長を補佐し、会長及び副会長に事故があるときは代理し、 

  会長及び副会長が欠員のときは、その職務を行う。 

 ５ 監事は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その監査結果を報告する。 

（役員の選挙） 

第１４条 役員の選任は、総会の議決による。 

（役員の任期） 

第１５条 役員の任期は、就任後第２回目の通常総会の日までとする。 

  ２ 役員は、再任をさまたげない。 

 



 

第５章  顧問及び相談役 

（顧問及び相談役） 

第１６条 本会に、顧問及び相談役をおくことができる。 

 ２ 顧問及び相談役は、理事会の同意を得て、会長がこれを委嘱し、また解職する。 

 ３ 顧問及び相談役は、理事会に出席して、意見を述べることができる。 

 

第６章 総会、理事会及び部会、委員会 

 

第１節  総   会 

（総  会） 

第１７条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。 

（総会の議決事項） 

第１８条 この規約で別に定めるもののほか、次の事項は、総会の議決を経なければ

ならない。 

  （１）規約の規定、変更又は廃止 

 （２）事業計画及び収支予算の決定又は変更 

 （３）会費の額 

（総会の承認事項） 

第１９条 会長は、監事の意見を添えて、事業報告並び決算関係書類を通常総会に提

出して、その承認を求めなければならない。 

（議決権及び選挙権） 

第２０条 総会においては、出席した青年部の構成員並びに個人会員に対各一個の議

決権及び選挙権を与える。 

 ２ 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

 ３ 総会の議長は出席した会員のうちから選任する。 

（議 事 録） 

第２１条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

第２節  理 事 会 

（理 事 会） 

第２２条 本会に理事会を置く。 

 ２ 理事会は、会長、副会長及び理事全員をもって組織する。 

 ３ 理事会は、会長が招集する。 

 ４ 理事会の議長は会長をもってあてる。 

（理事会の議決事項） 

第２３条 この規約で別に定めるもののほか、次の事項は、理事会の議決を経なけれ

ばならない。 

 （１）総会に提出すべき事項 

 （２）その他本会の業務の執行に関し重要な事項 

 



 

第３節  部会、委員会 

第２４条 本会に部会及び委員会を置くことができる。 

 

第７章   会     計 

（事業年度） 

第２５条 本会の事業年度は、毎年６月１日に始まり、翌年５月３１日に終わるもの

とする。 

（収    入） 

第２６条 本会の経費は、会費、手数料その他の収入をもってあてる。 

 

附    則 

（実施の細則） 

１ 本規約の実施に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 

（実施の時期） 

２ この規約は、本会の成立の日から実施する。 

（任期の時期） 

３ 設立当時の役員の任期は、第１５条（役員の任期）の規定にかかわらず、本会の

成立後最初の通常総会の日までとする。 

（準用規定） 

４ 第２１条（議事録）の規定は創立総会について準用する。 

 


